
ほのぼの教室

介護老人保健施設ライフプラザ新緑

作業療法士　酒井広樹

平成２４年８月２５日



介護保険制度について

「横浜市の介護保険　総合案内パンフレット」
横浜市ホームページ

　（→健康福祉局→高齢者福祉の案内→利用者の方へ→介護保険制度のあらまし）

Http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kourei/riyousya/aramashi/



約５０％

約２０％

約１２．５％

約１２．５％

保険料



　　　　【第１号被保険者】

　　　　　　　・65歳以上の方

　　　　　　　・介護が必要なとき（原因問わず）

　　　　【第２号被保険者】　　

　　　　　　　・４０～6４歳までの医療保険加入の方

　　　　　　　・特定疾病が原因で介護が必要なとき

　⇒要介護認定を経て介護保険サービス利用できる

対象者









入所施設について

� 介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）

� 介護療養型医療施設

� 介護老人保健施設
　　　　　　　『理念と役割』

（公益社団法人 全国老人保健施設協会より）

� 包括的ケアサービス施設
� リハビリテーション施設
� 在宅復帰施設
� 在宅生活支援施設
� 地域に根ざした施設



介護老人保健施設

ライフプラザ新緑

� 設置主体　：　（医）三喜会

� 開　設　：　平成11年3月２５日

� 住　所　：　緑区長津田町5708番地

� 事業形態　：　介護老人保健施設

　　　　　　　　　　　通所リハビリテーション

　　　　　　　　　　　居宅介護支援事業所

� 定　員　：　入所１２０名（内、認知症専門棟４０名）

　　　　　　　　　通所３０名



人員構成

�医　師　２名

�薬剤師 ２名
�看護師 １４名
�介護士 ４７名

�支援相談員　３名

�理学療法士 ６名
�作業療法士 ４名
� レクリエーション

　　　　トレーナー ２名

平成２４年４月現在



入所サービス

一定期間の入所のなかでサービスを提供し、ご
家庭での生活や地域社会への復帰を目指します。
ひとり一人の心身の状態・ご家族等の状況にあ
わせた「ケアプラン」が個々に作成され、それに
基づき看護・介護・リハビリテーション・栄養相談
などを行ないます。



施設利用の流れ

・ご相談・見学

・お申し込み

・判定会議

・ご入所・サービス開始（ご契約）
　　・入所前後訪問

　　・カンファレンス

　　・家族面談

　　・中間評価

　　・退所前訪問

・ご退所
　　・退所後訪問



一日の過ごし方



入浴

� 基本的には週２回
� 居室毎に入浴日を決め

させていただいています。

� ご利用者様の状態に合
わせて、職員が介助を
おこないます。

� 入浴できない場合は清
拭をさせていただきます。



リハビリテーション

「生活リハビリ」とは

技術論や技術体系　ではなく　理念・考え方

� 「できるだけ自分で生活動作をやっていっても
らおう」という考え方

� 「高齢者がいかんなく能力を発揮し生き生きと
暮らしていけるようなケアを““““周りの人が行
なっていこう””””」という考え方であり運動 



リハビリテーション

☆生活リハビリ
　　体力作り、歩行、余暇活動、生活作り

　☆個別リハビリテーション

　入所して３ヶ月まで：１回２０～３０分・週3～5回
　　　　　　 ３ヶ月～　：１回２０～３０分・週２回

⇒24242424時間 ←スタッフ全員
　での関わり

←PTPTPTPT・OTOTOTOT



アプローチする対象

� ご本人の生活遂行能力

� 介助者の介護力

� 居宅環境・用具の整備

� 介護サービスの活用方法
　　　　　在宅生活支援→通所リハビリ
　　　　　　　　　　　　　　　　ショートステイ
　　　　　　　　　　　　　　　　数ヶ月の入所（ミドルステイ）

医師、介護士、看護師、支援相談員、理学療法士、作業療法士、
薬剤師、管理栄養士、調理師、事務員等



退所後の利用サービス



レクリエーション（余暇活動）

� 朝と昼１４時からの体操やゲーム（毎日）

� クラブ（月に１～４回）

� 定期演奏会（月に１回）

� 季節行事











居宅訪問

入所前後や退所前後にご自宅（実際の生活場
所）で、生活に関する情報交換や動作確認等を
おこないます。



短期入所療養介護（ショートステイ）

ご家庭で過ごされている方が、（リハビリサービス
の利用や、介護者の冠婚葬祭・旅行・病気・介護
疲れなどによって）一時的に短期間の入所をご利
用いただくサービスです。



通所リハビリテーション

ご家庭で過ごされている方に通っていただき、入浴サー
ビス・リハビリテーション・レクリエーション・趣味活動など
を通して、心身の向上・活性化を図り、一日を楽しく過ご
していただくサービスです。

※送迎エリア：

　　緑区（十日市場町、霧が丘、長津田、長津田町、

　　　　　　いぶき野、長津田みなみ台）

　　旭区（若葉台）

　　他エリアは応相談



通所リハ利用の流れ

・ご相談・見学

・お申し込み

・判定会議

・ご自宅訪問（ご契約）

・サービス開始
　　　・カンファレンス

　　　・家族面談

　　　・中間評価

　　　・居宅訪問



一日の過ごし方

水分補給
健康チェック

嚥下体操

クラブ
定期演奏会
季節行事のイベント

15：00 おやつ

（15：50～17：00）



入浴



施設紹介

�ライフプラザ新緑の特色

�レクリエーショントレーナーがいます。

�常勤薬剤師がいます。

�定期演奏会をおこなっています。

�日用品・衣類のレンタルがあります。

�家族会・介護教室を開催しています。



最後に

� ご利用をご検討の方は、お気軽にご相談くだ
さい！

� お問い合わせは、

　　℡０１２０－８３－２０５０

支援相談室：鳥居・曽根・鮫島まで。



ご静聴ありがとうございました！ご静聴ありがとうございました！



（補足）
　認知症専門棟

� 見当識(方向、場所、周囲の状況等を正しく理解する能

力)に配慮した行動しやすい回廊式廊下等を
可能な限り設ける

� 一人一人の入所者について、個性、心身の状
況、生活歴などを具体的に把握した上で、そ
の日常生活上の活動を適切に援助する「馴染
みの関係」を重視する

「認知症専門棟に係る施設基準」より


